
奈良県教育委員会事務局文書発送業務委託仕様書奈良県教育委員会事務局文書発送業務委託仕様書奈良県教育委員会事務局文書発送業務委託仕様書奈良県教育委員会事務局文書発送業務委託仕様書  １１１１    期間期間期間期間 
    契約締結日から令和７年３月３１日  ２２２２    履行場所履行場所履行場所履行場所         〒630-8502 奈良市登大路町30番地 奈良県教育委員会事務局企画管理室  ３３３３    発送の回数発送の回数発送の回数発送の回数（予定）（予定）（予定）（予定） １５ 回 

     ４４４４    発送先発送先発送先発送先 
    市町村教育委員会（奈良市を除く ３８箇所）     計７９箇所 
    県立学校（４１箇所）                           住所は別紙１，２のとおり        ５５５５    年間予定発送個数（予定）年間予定発送個数（予定）年間予定発送個数（予定）年間予定発送個数（予定） １５回×７９箇所＝１，１８５  ６６６６    業務内容業務内容業務内容業務内容  ①県教育委員会事務局企画管理室内の発送棚にある文書を梱包し、同企画管理室が指定する送付先に発送する。  ②発送日の午後１時から作業を始める。  ③その他業務内容の詳細は、委託者の依頼するところによる。  ７７７７    １回あたりの発送量１回あたりの発送量１回あたりの発送量１回あたりの発送量   令和６年度予定 サイズ：最大Ａ４ ×７cm程度、 個数：最大７９個   ８８８８    契約種別契約種別契約種別契約種別      配送先１件当たりの単価契約  ９９９９    その他その他その他その他    ① 送付先の住所を記載したリストのデータ（使用ソフト：マイクロソフト エクセル）を県教育委員会事務局企画管理室より支給する。 ② 発送日については契約に際し、依頼する。 ③ 本契約に係る発送業務を行うために知り得た個人情報の取扱いについては、別記１「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 ④ 本契約に係る発送業務を行うにあたり、別記２「公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用）」を遵守しなければならない。  ⑤発送する文書に「信書」は含まない。  ⑥請求書には住所、社名、代表者名を記載し、代表者印の押印をした上で、紙媒体で郵送することとする。  ９９９９    発注課発注課発注課発注課 〒630-8502 奈良市登大路町30番地 奈良県教育委員会事務局企画管理室 電話：0742-27-9817（直通） FAX：0742-27-2985 



個人情報取扱特記事項                   （別記１）   （基本的事項） 第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。   （秘密の保持）                                       第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。   （収集の制限） 第３ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。    （目的外利用・提供の禁止） 第４ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。   （漏えい、滅失及びき損の防止）                                       第５ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。   （従事者の監督） 第６  乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 ２ 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。   （複写又は複製の禁止） 第７ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。   （再委託の禁止） 第８ 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。   （資料等の返還等） 第９ 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。   （取扱状況についての指示等） 第10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。この場合において、乙は、拒んではならない。   （事故発生時における報告） 第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。   （損害賠償等） 第12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 ２ 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。  



    公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用）  （別記２）    本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。  １ 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。  ２ 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第11 条に規定する賃金をいう。）の支払を行うこと。 イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による届出を行うこと。 オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行うこと。  ３ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。  


